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(57)【要約】
【課題】　被検者の呼吸状態が、通常の呼吸状態から逸
脱した呼吸状態となった場合においても、マーカまたは
特定部位の位置を検出することが可能なＸ線透視方法お
よびＸ線透視装置を提供する。
【解決手段】　画像収集工程においては、被検者が深呼
吸をした状態において、所定のフレームレートでマーカ
または特定部位を含む画像を収集する。この被検者によ
る深呼吸時には、被検者の通常呼吸時より広い範囲でマ
ーカまたは特定部位が移動する。このマーカまたは特定
部位の移動は、全ストロークにおいて撮影され、その画
像が収集される。これにより、被検者の呼吸状態が、通
常の呼吸状態から逸脱した呼吸状態となった場合におい
ても、マーカまたは特定部位の位置を検出することが可
能となる。
【選択図】　　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線をＸ線検出器により検出し、前記被検者の体
内に留置されたマーカを含む画像または前記被検者の特定部位を含む画像を収集すること
により、前記マーカまたは前記特定部位の位置を検出し、前記特定部位の動きを追跡する
Ｘ線透視方法であって、
　被検者が深呼吸をしている状態において、前記マーカまたは前記特定部位を含む画像を
収集する画像収集工程と、
　前記画像収集工程において収集された前記マーカまたは前記特定部位を含む画像に基づ
いて、前記マーカまたは前記特定部位を示す基本画像を作成して記憶する基本画像記憶工
程と、
　前記Ｘ線管から照射され前記被検者を通過したＸ線を前記Ｘ線検出器により検出し、前
記マーカまたは前記特定部位を含む画像を収集する透視工程と、
　前記透視工程で得た画像と前記基本画像記憶工程において記憶された基本画像とを使用
して、前記マーカまたは前記特定部位の位置を検出する位置検出工程と、
　を含むことを特徴とするＸ線透視方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のＸ線透視方法において、
　前記基本画像はテンプレートであり、前記位置検出工程においてはテンプレートマッチ
ングにより前記マーカまたは前記特定部位の位置を検出するＸ線透視方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のＸ線透視方法において、
　前記基本画像は機械学習に使用される正解画像であり、前記位置検出工程においては機
械学習を利用して前記マーカまたは前記特定部位の位置を検出するＸ線透視方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のＸ線透視方法において、
　前記画像収集工程においては、前記被検者の吸気工程または前記被検者の呼気工程のい
ずれか一方において、前記マーカまたは前記特定部位を含む画像を所定のフレームレート
で収集するＸ線透視装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のＸ線透視方法において、
　前記画像収集工程においては、前記被検者の吸気工程および前記被検者の呼気工程の両
方において、前記マーカまたは前記特定部位を含む画像を所定のフレームレートで収集す
るＸ線透視装置。
【請求項６】
　Ｘ線管と、前記Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線を検出するＸ線検出器とを備
え、前記被検者の特定部位を含む画像を収集することにより、前記特定部位の位置を検出
し、前記特定部位の動きを追跡するＸ線透視装置であって、
　被検者が深呼吸をした状態において、前記マーカまたは前記特定部位を含む画像を収集
する画像収集部と、
　前記画像収集部により収集された前記マーカまたは前記特定部位を含む画像に基づいて
、前記マーカまたは前記特定部位を示す基本画像を作成して記憶する基本画像記憶部と、
　前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出器とにより収集された前記マーカまたは前記特定部位を含む
画像と前記基本画像記憶部に記憶された複数の基本画像とを使用して、前記マーカまたは
前記特定部位の位置を検出する位置検出部と、
　を備えたことを特徴とするＸ線透視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線をＸ線検出器により検出し、被
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検者の特定部位を含む画像を収集することにより、特定部位の位置を検出し、特定部位の
動きを追跡するＸ線透視方法およびＸ線透視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　腫瘍などの患部に対してＸ線や電子線等の放射線を照射する放射線治療においては、放
射線を患部に正確に照射する必要がある。しかしながら、被検者が体を動かしてしまう場
合があるばかりではなく、患部自体に動きが生ずる場合がある。例えば、肺の近くの腫瘍
は呼吸に基づき大きく移動する。このため、腫瘍のそばに球形状を有する金製のマーカを
留置し、このマーカの位置をＸ線透視装置により検出して、治療放射線の照射を制御する
構成を有する放射線治療装置が提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　このような放射線治療装置においては、第１Ｘ線管と第１Ｘ線検出器から成る第１Ｘ線
透視機構と、第２Ｘ線管と第２Ｘ線検出器から成る第２Ｘ線透視機構とを使用して体内に
留置されたマーカを撮影し、第１Ｘ線透視機構による二次元の透視画像と第２Ｘ線透視機
構による二次元の透視画像を利用して三次元の位置情報を得る。そして、連続してＸ線透
視を行い、リアルタイムでマーカの三次元の位置情報を演算することで、移動を伴う部位
のマーカを高精度で検出する。そして、検出されたマーカの位置情報に基づいて治療放射
線の照射を制御することで、腫瘍の動きに応じた高精度の放射線照射を実行することが可
能となる。このマーカの位置情報を得るときには、テンプレート画像を利用したテンプレ
ートマッチングが実行される。
【０００４】
　ところで、上述したようにマーカを利用して腫瘍の動きを検出するためには、被検者の
体内に、予めマーカを留置する必要がある。このため、近年、患者の腫瘍の領域などの特
定部位をマーカのかわりに使用することで、マーカの留置を省略する方法も提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３０５３３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような放射線治療装置に使用される従来のＸ線透視装置においては、被検者が通常
の呼吸を行っている状態において、マーカまたは特定部位を含む画像を所定のフレームレ
ートで取得し、これに基づいてテンプレートを作成している。しかしながら、実際に被検
者に対する治療を実行しているときには、通常の呼吸状態から逸脱した呼吸状態となる場
合がある。このような場合においては、テンプレートマッチング時にマーカまたは特定部
位の位置を見失ってしまうという問題が生ずる。
【０００７】
　この発明は上記課題を解決するためになされたものであり、被検者の呼吸状態が、通常
の呼吸状態から逸脱した呼吸状態となった場合においても、マーカまたは特定部位の位置
を検出することが可能なＸ線透視方法およびＸ線透視装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線をＸ線検出器により検出し、
前記被検者の体内に留置されたマーカを含む画像または前記被検者の特定部位を含む画像
を収集することにより、前記マーカまたは前記特定部位の位置を検出し、前記特定部位の
動きを追跡するＸ線透視方法であって、被検者が深呼吸をしている状態において、前記マ
ーカまたは前記特定部位を含む画像を収集する画像収集工程と、前記画像収集工程におい
て収集された前記マーカまたは前記特定部位を含む画像に基づいて、前記マーカまたは前
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記特定部位を示す基本画像を作成して記憶する基本画像記憶工程と、前記Ｘ線管から照射
され前記被検者を通過したＸ線を前記Ｘ線検出器により検出し、前記マーカまたは前記特
定部位を含む画像を収集する透視工程と、前記透視工程で得た画像と前記基本画像記憶工
程において記憶された基本画像とを使用して、前記マーカまたは前記特定部位の位置を検
出する位置検出工程と、を含むことを特徴とする。
【０００９】
　第２の発明は、前記基本画像はテンプレートであり、前記位置検出工程においてはテン
プレートマッチングにより前記マーカまたは前記特定部位の位置を検出する。
【００１０】
　第３の発明は、前記基本画像は機械学習に使用される正解画像であり、前記位置検出工
程においては機械学習を利用して前記マーカまたは前記特定部位の位置を検出する。
【００１１】
　第４の発明は、前記画像収集工程においては、前記被検者の吸気工程または前記被検者
の呼気工程のいずれか一方において、前記マーカまたは前記特定部位を含む画像を所定の
フレームレートで収集する。
【００１２】
　第５の発明は、前記画像収集工程においては、前記被検者の吸気工程および前記被検者
の呼気工程の両方において、前記マーカまたは前記特定部位を含む画像を所定のフレーム
レートで収集する。
【００１３】
　第６の発明は、Ｘ線管と、前記Ｘ線管から照射され被検者を通過したＸ線を検出するＸ
線検出器とを備え、前記被検者の特定部位を含む画像を収集することにより、前記特定部
位の位置を検出し、前記特定部位の動きを追跡するＸ線透視装置であって、被検者が深呼
吸をした状態において、前記マーカまたは前記特定部位を含む画像を収集する画像収集部
と、前記画像収集部により収集された前記マーカまたは前記特定部位を含む画像に基づい
て、前記マーカまたは前記特定部位を示す基本画像を作成して記憶する基本画像記憶部と
、前記Ｘ線管と前記Ｘ線検出器とにより収集された前記マーカまたは前記特定部位を含む
画像と前記基本画像記憶部に記憶された複数の基本画像とを使用して、前記マーカまたは
前記特定部位の位置を検出する位置検出部と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　第１および第６の発明によれば、被検者の呼吸状態が、通常の呼吸状態から逸脱した呼
吸状態となった場合においても、マーカまたは特定部位の位置を検出することが可能とな
る。
【００１５】
　第２の発明によれば、テンプレートマッチングにより正確にマーカまたは特定部位の位
置を検出することが可能となる。
【００１６】
　第３の発明によれば、機械学習により効率的にマーカまたは特定部位の位置を検出する
ことが可能となる。
【００１７】
　第４の発明によれば、通常の呼吸状態から逸脱した呼吸状態となった場合のマーカまた
は特定部位の画像を、治療ビームを照射する呼吸位相に対応させて収集することが可能と
なる。
【００１８】
　第５の発明によれば、通常の呼吸状態から逸脱した呼吸状態となった場合のマーカまた
は特定部位の画像を、呼吸位相の全領域において収集することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明に係るＸ線透視装置を、放射線照射装置９０とともに示す斜視図である
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。
【図２】この発明の第１実施形態に係るＸ線透視装置の主要な制御系を示すブロック図で
ある。
【図３】この発明の第１実施形態に係るＸ線透視装置を使用した動体追跡動作を示すフロ
ーチャートである。
【図４】被検者の呼吸状態と、Ｘ線透視および治療ビームの照射状態との関係を示す模式
図である。
【図５】この発明の第２実施形態に係るＸ線透視装置の主要な制御系を示すブロック図で
ある。
【図６】この発明の第２実施形態に係るＸ線透視装置を使用した動体追跡動作を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、この発明に係るＸ線
透視装置を、放射線照射装置９０とともに示す斜視図である。これらのＸ線透視装置と放
射線照射装置９０とにより、放射線治療装置が構成される。
【００２１】
　放射線照射装置９０は、カウチとも呼称される検診台２９上の被検者に対して放射線照
射を行うものであり、治療室の床面に設置された基台９１に対して揺動可能に設置された
ガントリー９２と、このガントリー９２に配設された治療ビームを出射するヘッド９３と
を備える。この放射線照射装置９０によれば、ガントリー９２が基台９１に対して揺動す
ることにより、ヘッド９３から照射される治療ビームの照射方向を変更することができる
。このため、被検者における腫瘍等の患部に対して様々な方向から治療ビームを照射する
ことが可能となる。
【００２２】
　この放射線照射装置９０とともに使用されるＸ線透視装置は、被検者の患部の位置を特
定する動体追跡を行うためのＸ線透視を実行するものである。すなわち、上述した放射線
照射装置９０を使用した放射線治療時においては、放射線を被検者の体動に伴って移動す
る患部に正確に照射する必要がある。このため、腫瘍のそばに留置された球形状等の形状
を有する金製のマーカを予め登録し、このマーカを含む領域を連続的にＸ線透視して、こ
のマーカの三次元の位置情報を演算することで、マーカを高精度で検出する、所謂、動体
追跡を行う構成となっている。
【００２３】
　なお、マーカに変えて被検者における腫瘍等の特定の形状を有する部位を特定部位とし
て予め登録し、この特定部位の三次元の位置情報を演算することで、特定部位を高精度で
検出する手法も提案されている。このように、従来の被検者における患部付近にマーカを
設置する代わりに、被検者における腫瘍等の特定部位の画像をマーカとして使用する動体
追跡の手法は、マーカレストラッキングと呼称されている。
【００２４】
　このＸ線透視装置は、第１Ｘ線管１１ａおよび第２Ｘ線管１１ｂと、第１フラットパネ
ルディテクタ２１ａおよび第２フラットパネルディテクタ２１ｂとを備える。第１Ｘ線管
１１ａから照射されたＸ線は、検診台２９上の被検者を透過した後、第１フラットパネル
ディテクタ２１ａにより検出される。また、第２Ｘ線管１１ｂから照射されたＸ線は、検
診台２９上の被検者を透過した後、第２フラットパネルディテクタ２１ｂにより検出され
る。
【００２５】
　図２は、この発明の第１実施形態に係るＸ線透視装置の主要な制御系を示すブロック図
である。なお、この第１実施形態に係るＸ線透視装置は、テンプレートマッチングを利用
して動体追跡を実行するものである。
【００２６】
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　このＸ線透視装置は、論理演算を実行するＣＰＵ、装置の制御に必要な動作プログラム
が格納されたＲＯＭ、制御時にデータ等が一時的にストアされるＲＡＭ等を備え、装置全
体を制御する制御部３０を備える。この制御部３０は、上述した第１Ｘ線管１１ａおよび
第２Ｘ線管１１ｂと、第１フラットパネルディテクタ２１ａおよび第２フラットパネルデ
ィテクタ２１ｂとに接続されている。
【００２７】
　この制御部３０は、画像収集部３１とテンプレートマッチング部３２とを備える。画像
収集部３１は、被検者が深呼吸をした状態において、被検者の体内に留置されたマーカま
たは被検者の特定部位を含む画像を所定のフレームレートで収集する。また、テンプレー
トマッチング部３２は、画像収集部３１により収集されたマーカまたは特定部位を含む画
像に基づいて、マーカまたは特定部位を示す複数のテンプレートを作成するテンプレート
作成部３３と、これらのテンプレートを記憶するテンプレート記憶部３４と、透視工程で
収集されたマーカまたは特定部位を含む画像に対してテンプレート記憶部３４に記憶され
た複数のテンプレートを適用するマルチテンプレートマッチングによりマーカまたは特定
部位の位置を検出するマッチング部３５とを備える。
【００２８】
　次に、以上のような構成を有するＸ線透視装置を使用することにより、被検者の体動に
伴って移動する特定部位の位置を検出する動体追跡を実行する動作について説明する。図
３は、この発明の第１実施形態に係るＸ線透視装置を使用した動体追跡動作を示すフロー
チャートである。なお、以下の動作は、第１Ｘ線管１１ａと第１フラットパネルディテク
タ２１ａとからなるＸ線撮影系と第２Ｘ線管１１ｂと第２フラットパネルディテクタ２１
ｂとからなるＸ線撮影系の両方を使用して実行されるが、以下においては、それらのうち
の一方についてのみ説明を行う。以下の動作は、２つのＸ線撮影系に対して同様に実行さ
れる。
【００２９】
　この発明に係るＸ線透視装置により動体追跡を実行するときには、最初に、図２に示す
画像収集部３１により、画像収集工程を実行する（ステップＳ１１）。この画像収集工程
においては、被検者を検診台２９上に載置し、被検者が深呼吸をした状態において、被検
者のマーカまたは特定部位を含む画像を所定のフレームレートで撮影することにより、複
数の画像を収集する。
【００３０】
　図４は、被検者の呼吸状態と、Ｘ線透視および治療ビームの照射状態との関係を示す模
式図である。
【００３１】
　この発明に係るＸ線透視装置における上述した画像収集工程においては、図４において
丸印を付して示すように、被検者が深呼吸をした状態において、所定のフレームレートで
マーカまたは特定部位を含む画像を収集する。この被検者による深呼吸時には、被検者の
通常呼吸時より広い範囲でマーカまたは特定部位が移動する。このマーカまたは特定部位
の移動は、全ストロークにおいて撮影され、その画像が収集される。
【００３２】
　なお、この画像収集工程は、被検者の吸気工程または呼気工程のうち、後述する治療ビ
ームを照射する呼吸位相を含むいずれか一方の工程でのみ実行される。これにより、被検
者の呼吸状態が、通常の呼吸状態から逸脱した呼吸状態となった場合のマーカまたは特定
部位の画像を、治療ビームを照射する呼吸位相に対応させて収集することが可能となる。
このため、収集する画像の数をより少ないものとしながら、治療ビームの照射時において
はマーカまたは特定部位の位置を正確に検出することが可能となる。
【００３３】
　なお、他の実施形態として、画像の収集工程を、被検者の吸気工程および呼気工程の両
方において実行するようにしてもよい。このような構成を採用した場合においては、被検
者の呼吸状態が、通常の呼吸状態から逸脱した呼吸状態となった場合に、常に、マーカま
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たは特定部位の位置を正確に検出することが可能となる。
【００３４】
　次に、この画像収集工程により得た複数のＸ線画像に基づいて、テンプレートマッチン
グ用の複数のテンプレートを作成する（ステップＳ１２）。作成されたテンプレートマッ
チング用の複数のテンプレートは、この発明における基本画像に相当するものであり、図
２に示すテンプレート記憶部３４に記憶される（ステップＳ１３）。このテンプレートは
、被検者が深呼吸をすることによりマーカまたは特定部位が移動した全工程にわたるもの
である。
【００３５】
　以上の準備工程が終了すれば、被検者を、再度、検診台２９上に載置し、この発明に係
るＸ線透視装置によりＸ線透視による動体追跡を行うとともに、放射線照射装置９０から
放射線を照射して放射線治療を開始する。
【００３６】
　放射線治療を開始するときには、最初に、Ｘ線透視を行う（ステップＳ１４）。このＸ
線透視は、例えば３０ｆｐｓ（ｆｒａｍｅ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）程度の、所定のフレ
ームレートで実行される。これにより、マーカまたは特定部位を含む画像が所定のフレー
ムレートで取得される。
【００３７】
　そして、Ｘ線透視工程で得た複数の画像に対して、各々、図２に示すマッチング部３５
によりマルチテンプレートマッチングを実行することにより、マーカまたは特定部位の位
置を検出する（ステップＳ１５）。すなわち、所定のフレームレートで取得された各画像
に対して、テンプレート記憶部３４に記憶した複数のテンプレートを適用することにより
、各画像毎にマーカまたは特定部位の位置を特定する。
【００３８】
　このときには、上述したように、テンプレート記憶部３４に記憶された複数のテンプレ
ートは、被検者が深呼吸をした吸気工程または呼気工程あるいは全工程に対応して、マー
カまたは特定部位の移動の全ストロークにおいて作成されている。このため、放射線治療
を開始した後に被検者の呼吸が乱れ、被検者の呼吸状態が通常の呼吸状態から逸脱した呼
吸状態となった場合においても、マーカまたは特定部位の位置を検出することが可能とな
る。
【００３９】
　そして、テンプレートマッチングによりマーカまたは特定部位の位置の追跡を継続した
状態で、図４に示すように、被検者の呼吸位相が予め設定した位相となったときに、被検
者の患部に対して治療ビームが照射される。このマーカまたは特定部位の位置の追跡は、
治療が終了するまで継続される（ステップＳ１６）。
【００４０】
　次に、この発明の他の実施形態について説明する。図５は、この発明の第２実施形態に
係るＸ線透視装置の主要な制御系を示すブロック図である。なお、この第２実施形態に係
るＸ線透視装置は、機械学習を利用して動体追跡を実行するものである。
【００４１】
　この第２実施形態に係るＸ線透視装置の制御部３０は、画像収集部３１と機械学習部４
２とを備える。画像収集部３１は、上述した第１実施形態と同様、被検者が深呼吸をした
状態において、被検者の体内に留置されたマーカまたは被検者の特定部位を含む画像を所
定のフレームレートで収集する。また、機械学習部４２は、画像収集部３１により収集さ
れたマーカまたは特定部位を含む画像に基づいて、マーカまたは特定部位を示す複数の正
解画像を作成する正解画像作成部４３と、これらの正解画像を不正解画像とともに記憶す
る正解画像記憶部４４と、正解画像記憶部４４に記憶された正解画像および不正解画像に
基づいて機械学習により一つの識別器を作成する学習部４５と、透視工程で収集されたマ
ーカまたは特定部位を含む画像に対して学習工程で作成された識別器を利用した機械学習
によりマーカまたは特定部位の位置を検出する検出部４６とを備える。
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【００４２】
　図６は、この発明の第２実施形態に係るＸ線透視装置を使用した動体追跡動作を示すフ
ローチャートである。なお、第１実施形態の場合と同様、以下の動作は、第１Ｘ線管１１
ａと第１フラットパネルディテクタ２１ａとからなるＸ線撮影系と第２Ｘ線管１１ｂと第
２フラットパネルディテクタ２１ｂとからなるＸ線撮影系の両方を使用して実行されるが
、以下においては、それらのうちの一方についてのみ説明を行う。以下の動作は、２つの
Ｘ線撮影系に対して同様に実行される。
【００４３】
　動体追跡を実行するときには、最初に、図５に示す画像収集部３１により、画像収集工
程を実行する（ステップＳ２１）。この画像収集工程においては、被検者を検診台２９上
に載置し、被検者が深呼吸をした状態において、被検者のマーカまたは特定部位を含む画
像を所定のフレームレートで撮影することにより、複数の画像を収集する。
【００４４】
　そして、この画像収集工程により得た複数のＸ線画像に基づいて、機械学習用の複数の
正解画像を作成する（ステップＳ２２）。作成された機械学習用の複数の正解画像は、図
５に示す正解画像記憶部４４に不正解画像とともにに記憶される（ステップＳ２３）。こ
の正解画像は、被検者が深呼吸をすることによりマーカまたは特定部位が移動した全工程
にわたるものである。なおこの正解画像はこの発明の基本画像に相当するものである。
【００４５】
　次に、図５に示す学習部４５により、正解画像記憶部４４に記憶された正解画像および
不正解画像に基づいて機械学習により識別器を作成する（ステップＳ２４）。この機械学
習工程においては、正解画像記憶部４４に記憶された複数の正解画像を利用して学習を実
行することにより、機械学習のための一つの識別器を作成する。この学習工程には、一定
の時間が必要である。しかしながら、予め被検者におけるマーカまたは特定部位を含む画
像の撮影が完了した後、実際に放射線治療を実行するまでの間の時間に、この学習工程を
実行することにより、被検者に負担をかける必要はない。
【００４６】
　なお、この実施形態において使用される機械学習としては、例えば、ＳＶＭ（Ｓｕｐｐ
ｏｒｔ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ／サポートベクターマシン）を利用することがで
きる。このＳＶＭは、パターン認識を実行するときに、多くの手法の中でも最も迅速性に
優れ、かつ、認識性能の高い学習モデルの一つである。また、迅速性に優れた機械学習と
して、ＳＶＭにかえて、Ｈａａｒ‐ｌｉｋｅ特徴量などによるＡｄａＢｏｏｓｔ（エイダ
ブースト）や、Ｄｅｅｐ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ（深層学習）などのニューラルネットワーク
を利用してもよい。
【００４７】
　以上の準備工程が終了すれば、被検者を、再度、検診台２９上に載置し、この発明に係
るＸ線透視装置によりＸ線透視による動体追跡を行うとともに、放射線照射装置９０から
放射線を照射して放射線治療を開始する。
【００４８】
　放射線治療を開始するときには、最初に、Ｘ線透視を行う（ステップＳ２５）。このＸ
線透視は、上述した第１実施形態と同様、例えば３０ｆｐｓ程度の、所定のフレームレー
トで実行される。これにより、マーカまたは特定部位を含む画像が所定のフレームレート
で取得される。
【００４９】
　そして、Ｘ線透視工程で得た複数の画像に対して、各々、図５に示す検出部４６により
機械学習を利用して、マーカまたは特定部位の位置を検出する（ステップＳ２６）。すな
わち、所定のフレームレートで取得された各画像に対して、学習工程で作成された識別器
を利用した機械学習によりマーカまたは特定部位の位置を特定する。
【００５０】
　このときには、上述したように、正解画像記憶部３４に記憶された複数の正解画像は、
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被検者が深呼吸をした全工程に対応して作成されている。このため、放射線治療を開始し
た後に被検者の呼吸が乱れ、被検者の呼吸状態が通常の呼吸状態から逸脱した呼吸状態と
なった場合においても、マーカまたは特定部位の位置を検出することが可能となる。
【００５１】
　そして、機械学習によりマーカまたは特定部位の位置の追跡を継続した状態で、図４に
示すように、被検者の呼吸位相が予め設定した位相となったときに、被検者の患部に対し
て治療ビームが照射される。このマーカまたは特定部位の位置の追跡は、治療が終了する
まで継続される（ステップＳ２７）。
【符号の説明】
【００５２】
　１１ａ　　　第１Ｘ線管
　１１ｂ　　　第２Ｘ線管
　２１ａ　　　第１フラットパネルディテクタ
　２１ｂ　　　第２フラットパネルディテクタ
　２９　　　　検診台
　３０　　　　制御部
　３１　　　　画像収集部
　３２　　　　テンプレートマッチング部
　３３　　　　テンプレート作成部
　３４　　　　テンプレート記憶部
　３５　　　　マッチング部
　４２　　　　機械学習部
　４３　　　　正解画像作成部
　４４　　　　正解画像記憶部
　４５　　　　学習部
　４６　　　　検出部
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